
105

労働者災害補償保険法
について （５）
＜傷病に関する保険給付＞
　②休業(補償)給付

2002年7月11日発行

発行：
社団法人　日本農業法人協会
東京都港区虎ノ門1-25-5　
虎ノ門34MTビル
〒105-0001
Tel：03-5156-0365　
Fax：03-5156-0366
E-mail：hojin@nca.or.jp
HP：http://www.nca.or.jp/hojin/ 

「AgriBusiness 経営塾」105号

 ⑯

　
仕
事
中
の
事
故
（
業
務
災
害
）
あ
る
い
は
通
勤

途
中
の
事
故
（
通
勤
災
害
）
に
よ
る
病
気
や
ケ
ガ

の
た
め
に
会
社
を
休
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
場

合
、
そ
の
従
業
員
の
所
得
補
償
が
問
題
に
な
っ
て

き
ま
す
。
そ
の
所
得
を
補
填
す
る
の
が
休
業
補
償

給
付
と
休
業
給
付
で
す
。
休
業
補
償
給
付
は
業
務

災
害
、
休
業
給
付
は
通
勤
災
害
の
給
付
で
す
。
両

方
を
あ
わ
せ
て
休
業
（
補
償
）
給
付
と
表
現
さ
れ

ま
す
。
今
回
は
こ
の
休
業
（
補
償
）
給
付
の
具
体

的
な
内
容
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
＊
①
療
養
（
補
償
）
給
付
は
経
営
塾
一
〇
〇
号
参
照

② 

休
業
（
補
償
）
給
付

●
支
給
要
件

　
休
業(

補
償)

給
付
は
、
次
の
要
件
を
す
べ
て
満

た
し
た
と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

（
１
）
業
務
上
又
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
又
は

疾
病
に
か
か
り
療
養
し
て
い
る
こ
と

（
２
）
療
養
す
る
た
め
に
労
働
が
で
き
な
い
こ
と

（
３
）
労
働
が
で
き
な
い
た
め
に
賃
金
を
受
け
ら

れ
な
い
こ
と

（
４
）
３
日
間
の
待
期
期
間
を
満
た
し
て
い
る
こ

と

　
休
業
（
補
償
）
給
付
は
最
初
の
三
日
間
は
待
期

期
間
と
な
り
ま
す
の
で
、
支
給
を
受
け
る
こ
と
は

で
き
ず
、
休
業
第
歯
四
日
目
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
三
日
間
に
つ
い
て
は
、
業
務
災
害

（
休
業
補
償
給
付
）
の
場
合
、
仕
事
中
の
事
故
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
会
社
に
も
事
故
に
対
し
て
の
責

任
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
事
業
主
が
賃
金
の
補
償

を
行
う
こ
と
が
労
働
基
準
法
に
よ
り
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
通
勤
災
害
（
休
業
給
付
）

は
通
勤
途
中
の
事
故
で
す
の
で
会
社
に
責
任
が
あ

る
と
は
い
え
ず
、
こ
の
よ
う
な
賃
金
の
補
償
は
必

要
と
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

●
支
給
額
　

　
休
業(

補
償)

給
付
の
支
給
額
は
、
休
業
一
日
当

た
り
給
付
基
礎
日
額
の
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
り

ま
す
。
「
給
付
基
礎
日
額
」
と
は
、
原
則
と
し
て

労
働
基
準
法
の
平
均
賃
金
に
相
当
す
る
額
で
、
次

の
計
算
式
に
よ
り
算
定
さ
れ
ま
す
。

●
支
給
期
間

　
休
業
の
第
４
日
目
か
ら
、
実
際
に
休
業
し
な
か

っ
た
日
に
つ
い
て
休
業
の
続
く
間
支
給
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
療
養
開
始
後
一
年
六
ヵ
月
を
過
ぎ
て
も
、

ま
だ
、
治
療
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
次
回
お
話

し
す
る
傷
病(

補
償)

年
金
に
切
り
替
え
ら
れ
ま
す

の
で
、
休
業
（
補
償
）
給
付
は
打
ち
切
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

●
請
求
手
続
き

　
休
業(

補
償)

給
付
を
請
求
す
る
と
き
は
、
休
業

補
償
給
付
支
給
請
求
書
ま
た
は
休
業
給
付
支
給
請

求
書
に
医
師
の
証
明
を
受
け
、
被
災
労
働
者
の
氏

名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
振
込
口
座
番
号
、
災
害

発
生
時
の
状
況
な
ど
を
記
入
し
、
事
業
主
の
証
明

を
受
け
た
上
で
所
轄
の
労
働
基
準
監
督
署
に
提
出

し
ま
す
。
ま
た
、
給
付
基
礎
日
額
算
定
の
た
め
、

災
害
発
生
日
（
直
前
の
賃
金
締
切
日
）
前
三
ヵ
月

間
の
賃
金
の
支
給
明
細
額
を
記
入
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
休
業
が
長
期
に
わ
た
る
場

合
に
は
、
賃
金
の
締
切
日
に
あ
わ
せ
て
１
ヵ
月
ご

と
に
請
求
す
る
の
が
一
般
的
で
す
。

　
ま
た
、
事
業
主
は
労
災
事
故
で
四
日
以
上
の
休

業
が
発
生
し
た
際
に
は
「
労
働
者
死
傷
病
報
告
」

を
労
働
基
準
監
督
署
へ
提
出
し
て
災
害
の
発
生
状

況
な
ど
を
報
告
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
こ
の
労

働
者
死
傷
病
報
告
の
提
出
日
を
、
休
業(

補
償)

給

付
支
給
請
求
書
に
記
載
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
、
こ
の
報
告
書
を
提
出
し

て
お
か
な
い
と
休
業
（
補
償
）
給
付
を
請
求
す
る

と
き
に
困
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で

要
注
意
で
す
。

●
休
業
特
別
支
給
金

　
休
業(

補
償)
給
付
の
支
給
対
象
と
な
る
日
に
つ

い
て
は
、
あ
わ
せ
て
労
働
福
祉
事
業
か
ら
休
業
特

別
支
給
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
こ

の
休
業
特
別
支
給
金
は
、
休
業(
補
償)

給
付
の
上

乗
せ
給
付
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

休
業(

補
償)

給
付
を
受
け
る
労
働
者
に
は
、
一
日

に
つ
き
合
計
で
給
付
基
礎
日
額
の
八
〇
パ
ー
セ
ン

ト
に
相
当
す
る
額
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
な
お
、
休
業
特
別
支
給
金
の
支
給
申
請
書
と

休
業(

補
償)

給
付
の
支
給
請
求
書
は
一
体
の
様
式

に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
休
業
特
別
支
給
金
の
申

請
は
、
休
業(

補
償)

給
付
の
請
求
と
同
時
に
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。

■資本の増資をお考えの会員さん
　への情報です。ご一報ください。

　自己資本を増強するため、資本金の増資を

ご検討の会員さんへの情報です。今秋に

設立が予定されている「農業法人投資育成会

社」（仮称）による農業法人の方々への出資

要件等がほぼ固まりつつあります。

　現在のところ、「過去３か年の通算利益が

黒字」などの要件を満たす農業法人さんを対

象に、自己資本金額の１～２倍の金額を限度

に投資会社が出資する方向で検討されていま

す。

　例えば、「従業員が独立して設立した会社

の資本金が不足している」「設備投資のため、

融資に合わせて増資も検討している」「持分

を従業員や息子に継承したいが、一時的に持

分を引き受けてくれるところを探している」

等々・・・。投資会社による出資は、農業法

人さんが増資する場合の１つの選択肢ともな

ります。

「過去３か年の通算利益が黒字」などの要件

はありますが、ご希望の会員さん、あるいは

関心がある会員さんについては、過去３か年

の貸借対照表、損益計算書によって、「わが

社の場合の出資額」を試算することが可能で

す。

　本協会へご一報ください。折り返し、ＦＡ

Ｘで試算に必要な様式を送付します。

電　話：０３－５１５６－０３６５　

ＦＡＸ：０３－５１５６－０３６６

給付基礎日額

事故が発生した日の直前
３ヵ月間の賃金総額

その期間の歴日数

＝


